
串
珠
杯
の
酒
宴
記
録
帳
帖
を
め
ぐ
っ
て

八
五
七
＼
六
四
）
、
丙
（
明
治
十
四
＼
三
十
三
年

八
八
―
＼
一
九

0
0
)
、

こ
こ
で
は
、
三
十
三
号
で

重
と
い
え
よ
う
。

を は
、
当
時
の
文
化
人
の
交
流

（
文
化
元

S
明
治
三
年
・
一
八

0
四
＼
七

0
)
、
乙

「
可
盃
」
の
―
つ
で
あ
る
。
記
録
帖
は
、
三
十
三
号
で
仮
に
名
称
を
付
し
た
、
甲

（
安
政
四
＼
元
治
元
年
・

丁
（
明
治
三
十
八

S
三
十
九
年
・
一
九

0
五
S
O
六）

の
四
冊
が
残
っ
て
い
る
。

記
録
の
中
心
は
、
参
会
者
の
名
前
と
と
も
に
、
串
珠
杯
に
注
が
れ
た
酒
を
、
何

息
で
飲
み
干
せ
る
か
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
酒
宴
の
参
会

す
資
料
と
し
て
も
貴

も
含
ま
れ
て
お
り
、
記
録
帖

名
前
を
確
認
で
き
る
人
物

行
さ
れ
て
い
た
人
名
録
に

は
じ
め
に

串
珠
杯
の
酒
宴
記
録
帖
を
め
ぐ
っ
て

び
い
ど
ろ
史
料
庫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
ガ
ラ
ス
製
の
酒
器
「
串
珠
杯
」
は
、
酒
宴
記
録
帖
と
と
も
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
四
冊
の
記
録
帖
は
、
甲
（
文

化
元

S
明
治
三
年
・
一
八

0
四
＼
七

0
)
、
乙
（
安
政
四
＼
元
治
元
年
・
一
八
五
七
＼
六
四
）
、
丙
（
明
治
十
四
＼
三
十
三
年
・
一
八
八
一
＼
一
九

0
0
)
、

丁
（
明
治
三
十
八
＼
三
十
九
年
・
一
九

0
五
S
O
六
）
か
ら
な
り
、
百
年
ほ
ど
の
酒
宴
記
録
が
収
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
本
誌
三
十
三
号
で
言
及
し
た

乙
を
除
く
甲
、
丙
、
丁
に
つ
い
て
、
主
な
参
会
者
を
確
認
し
て
い
く
と
と
も
に
、
参
会
者
の
一
人
と
し
て
登
場
す
る
「
高
木
個
山
」
が
旧
蔵
者
で
あ
っ
た

こ
と
を
提
示
す
る
。
加
え
て
、
串
珠
杯
は
大
阪
福
井
村
（
現
在
の
大
阪
府
茨
木
市
）
に
伝
来
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

本
稿
は
、
本
誌
第
三
十
三
号
で
採
り
あ
げ
た
ガ
ラ
ス
製
の
酒
器
「
串
珠
杯
」

と
と
も
に
伝
来
す
る
酒
宴
記
録
帖
（
以
下
、
「
記
録
帖
」
と
略
称
）
を
紹
介
す
る

も
の
で
あ
る
。
串
珠
杯
と
は
、

四
つ
の
球
体
の
上
に
、
ラ
ッ
パ
状
の
飲
み
口
の

あ
る
酒
器
で
、
酒
を
注
が
れ
る
と
飲
み
干
す
ま
で
床
に
置
く
こ
と
が
で
き
な
い

い
。
参
会
者
に
は
、

当
時
刊

う
か
が
え
る
と
い
っ
て
よ

出
せ
、
酒
宴
の
盛
況
ぶ
り
が

れ
る
詩
文
や
絵
な
ど
も
見

者
が
揮
嘔
し
た
と
考
え
ら

串珠杯江戸時代後期

神戸市立博物館蔵

（びいどろ史料庫コレクション）

中

山

創

太
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井
房
汎
」
、
「
西
湖
人
市
井
為
尉
」
な
ど
、
素
性
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
伊
予
、

天
保
二
年
(
-
八
三
一
）

の
「
豫
州
今
治
産
日
比
野
光
生
」
、

「
勢
州
神
戸
産
永

参
会
者
に
は
、
文
政
元
年
(
-
八
一
八
）

の

の
の
、
お
お
よ
そ
時
代
順
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

〇
印
に
「
十
」

の
字
の
合
紋
が
あ
り
、

一
部
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
は
い
る
も

神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要

紹
介
し
た
乙
を
除
く
、
甲
、
丙
、

そ
れ
ぞ
れ
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
、
主
な
酒
宴
の
参
会
者
を
確
認
し
て
い

き
た
い
。

そ
し
て
、
串
珠
杯
は
、

た
の
か
を
考
察
す
る
。
加
え
て
、
前
号
に
お
い
て
旧
蔵
者
の
可
能
性
が
あ
る
人

物
と
し
て
提
示
し
た
、
「
高
木
個
山
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

甲
巻
は
、

四
冊
の
う
ち
、
最
も
時
代
が
古
い
記
録
帖
で
、
唯
一
本
紙
の
両
面

に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
古
い
記
録
の
面
を
表
面
と
す
る
と
、
表
面
に

は
文
化
元

S
弘
化
三
年
(
-
八

0
四
＼
四
六
）
、
裏
面
に
は
弘
化
三

S
明
治
三
年

表
面
の
初
め
に
は
、
「
鷲
島
」
な
る
人
物
の
書
「
飲
中
趣
」
、
「
鳩
亭
」
な
る
人

物
の
酒
宴
図
（
図
1
)
が
収
め
ら
れ
、
続
い
て
参
会
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い

く
。
酒
宴
図
に
は
、
串
珠
杯
を
高
く
上
げ
、
勢
い
よ
く
酒
を
飲
み
干
す
男
の
姿

が
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
左
手
に
は
、
扇
を
仰
ぎ
、
場
を
盛
り
立
て
る
男
の
姿

も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
賑
や
か
な
宴
の
様
子
を
伝
え
て
く
れ
る
。
以
後
、

時
代
が
判
明
す
る
「
（
文
化
元
年
）
甲
子
二
月
二
日
」
か
ら
、
酒
宴
の
記
録
が
続

い
て
い
る
。
「
天
保
三
年
六
月
十
三
日
至
道
庵
」

「
平
安
青
木
」
、
「
平
安
依
田
」
、

に
催
さ
れ
た
酒
宴
記
録
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

一
、
甲
（
文
化
元
S
明
治
三
年
・
一
八

0
四
S
七
0
)

第
35
号

丁
の
三
冊
の
記
録
帖
に
つ
い
て
、
時
代
順
に

い
つ
、
ど
の
よ
う
な
人
々
に
使
用
さ
れ
て
い

の
酒
宴
を
記
録
し
た
箇
所
に
、

の
姿
が
、
可
笑
し
み
を
込
め
て
表
さ
れ
て
い
る
。

伊
勢
、
京
、
近
江
な
ど
様
々
な
地
域
の
人
々
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

ど
女
性
（
妓
女
）

の
名
前
も
散
見
さ
れ
る
。
参
会
者
は
特
定
の
地
域
、
職
業
、

な
か
に
は
、
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
人
名
録
に
名
前
を
確
認
で
き
る
参
会
者

も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

天
保
三
年
三
月
十
三
日
の
参
会
者
の
一
人
で
あ

る
望
月
玉
川
（
寛
政
六
＼
嘉
永
五
年
・
一
七
九
四
＼
一
八
五
二
）

し
て
『
平
安
人
物
誌
』
（
文
政
五
年
版
）

は
、
絵
師
と

に
そ
の
名
を
確
認
で
き
る
＿
o

天
保

玉
川
は

「
無
息
一
曲
」
、
す
な
わ
ち
串
珠
杯
に
注
が
れ
た
酒
を
一
気
に
飲
み
干
し
た
と
記

録
が
残
る
。
「
始
二
し
て
殊
に
奇
妙
な
る
ハ
一
滴
も
不
流
、
上
手
二
飲
し
と
可

謂
」
と
評
さ
れ
た
玉
川
は
、
「
続
而
又
無
息
一
曲
」
に
酒
を
飲
み
千
し
た
よ
う
で
、

「
飲
牛
段
如
始
平
生
飲
料
甚
静
也
」
と
、
そ
の
酒
豪
ぶ
り
に
、
ま
る
で
牛
が
酒
を

飲
ん
で
い
る
よ
う
だ
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
平
安
人
物
誌
』
に
「
書

（
書
家
）
」
、
あ
る
い
は
「
碁
（
棋
士
）
」
と
し
て
収
載
さ
れ
る
河
北
耕
之
助
二
は
、

同
年
六
月
十
九
日
の
参
会
者
に
名
前
が
み
え
、
「
二
息
半
一
曲
」
と
あ
る
。
「
碁

ハ
三
段
之
上
手
、
酒
ハ
九
段
之
下
戸
」
と
、
碁
の
腕
前
と
は
対
照
的
な
酒
宴
で

裏
面
は
、

ら
れ
る
。

乙
巻
と
重
な
る
時
期
も
含
ま
れ
、
参
会
者
も
重
複
す
る
人
物
が
み

乙
巻
の
巻
頭
に
「
五
段
杯
酒
令
亭
」
を
揮
竜
し
て
い
る
金
本
摩
斎

（
文
政
十
二
＼
明
治
四
年
・
一
八
二
九
＼
七
一
）

は
、
安
政
三
年
(
-
八
五
六
）

十
一
月
九
日
に
「
一
無
息
一
盃
金
本
観
」
と
名
を
連
ね
て
い
る
。
摩
斎
の
記
録

に
続
い
て
、
文
人
風
の
人
物
が
筵
を
敷
い
て
座
し
、
蘭
を
愛
で
る
姿
が
描
か
れ

て
い
る
（
図
2
)
。
宴
に
参
会
し
た
「
鴻
雪
」
と
い
う
人
物
が
、
「
漫
画
」
、
す
な

性
別
、
身
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
年
六
月
十
三
日
の

「
至
道
庵
」
に
お
け
る
宴
席
で
は
、

「
品
女
」
「
梁
女
」
な
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る
「
高
木
半
」
、
「
高
木
簑
田
」

革
誌
』
（
松
木
俊
正
著
、
明
治
四
十
四
年
[
-
九

以
下
『
沿
革
誌
』
と
略
称
）
四
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

丙
、
丁
巻
は
、
『
沿
革
誌
』
に
収
載
さ
れ
る
人
物
が
、
参
会
者
と
し
て
名
前
を
連

ね
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
先
に
個
山
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『
沿
革
誌
』
に
収
載
さ
れ
る
「
高
木
簑
田
翁
彰
徳
碑
」
の
碑
文
に
は
、
「
高
木

氏
摂
州
三
島
福
井
名
門
世
為
郷
士
也
、
乃
有
蓑
田
翁
出
、
翁
名
正
、
字
一
止
、

稲
半
、
蓑
田
其
琥
、

又
琥
洞
山
」
五
と
あ
る
。
「
洞
」

「
洞
山
」
「
蓑
田
」
な
ど
の
号
か
ら
も
、
本
記
録
帖
に
散
見
さ
れ
る
高
木
個
山
は
、

島
下
郡
福
井
村
（
現
在
の
大
阪
府
茨
木
市
）
出
身
の
人
物
で
間
違
い
な
い
と
い

え
よ
う
六
。
ま
た
同
書
「
人
事
」
の
「
高
木
半
」
の
項
目
に
は
、
彼
の
経
歴
も
記

串
珠
杯
の
酒
宴
記
録
帳
帖
を
め
ぐ
っ
て

二
、
高
木
伺
山
に
つ
い
て

に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

の
字
が
異
な
る
も
の
の
、

-
]
序
文
、
刊
行
年
不
明
、

一
無
息
一
曲

II 

清
陰

一
無
息
一
曲
今
橋
店
清
衛

一

呑

息

鯨

吸

一
弐
息
一
曲

四
六
）
九
月
五
日
の
酒
宴
に
は
、

わ
ち
酔
い
に
任
せ
て
気
の
む
く
ま
ま
に
筆
を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

（図
3
)

三
。

た
高
木
伺
山
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
後
述
す
る
丙
、

「
酔
題
」
「
我

愛
貝
光
録
／
可
以
嘗
酒
盃
／
其
貌
頗
奇
／
偉
還
酔
人
／
収
来
」
に
対
し
、

な
お
、
三
十
三
号
で
本
器
の
旧
蔵
者
と
し
て
推
定
し
た
高
木
個
山
の
名
前
は
、

「
嘉
永
癸
丑
」
、
す
な
わ
ち
嘉
永
六
年
(
-
八
五
三
）
に
初
め
て
登
場
し
、
そ
の

後
甲
巻
に
は
計
十
四
ヵ
所
に
個
山
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
高
木
個
山

丙
、
丁
巻
の
内
容
を
み
る
前
に
、
前
号
で
串
珠
杯
の
旧
蔵
者
と
し
て
提
示
し

丁
巻
に
登
場
す

は
、
個
山
の
別
称
で
あ
る
こ
と
が
『
福
井
村
沿

荘
」
な
る
人
物
が
串
珠
杯
と
貝
の
絵
を
添
え
て
い
る

「
戊
午
夏
六
月
五
日
」
（
安
政
五
年
）

の
酒
宴
で
は
、
「
椒
園
」
が

高
木
氏
の
祖
は
、
「
源
頼
光
の
子
頼
親
五
世
の
孫
八
條
院
判
官
代
信
光
」

大
和
国
高
木
村
に
住
み
、
「
高
木
信
光
」
と
称
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
十
八

世
末
裔
の

「
高
木
貞
之
蔽
一
之
助
貞
政
」

「
太
祖
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

の
三
男
・
蒲
左
衛
門
俊
政
が
乱
世
を
厭

い
、
福
井
村
に
隠
棲
し
農
業
を
始
め
た
。
こ
の
人
物
が
、
福
井
村
の
高
木
氏
の

五
世
の
孫
半
兵
衛
正
親
は
財
を
肥
や
し
、
金

貸
し
を
生
業
と
し
、
慶
安
年
間
（
一
六
四
八
＼
五
一
）

開
き
、

そ
の
後
、
甥
を
養
い
、

で、

に
は
、
大
坂
に
商
店
を

子
と
し
て
、
平
野
屋
五
兵
衛
と
称
さ
せ
、
こ
れ

あ
る
い
は
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
に
両
替
商
を
開
店
し
た
と
い
う
八
。
初
代
平

野
屋
五
兵
衛
は
、
福
井
村
の
高
木
半
兵
衛
の
分
家
で
あ
っ
た
が
、
「
開
店
以
来
郷

里
の
人
を
多
く
聘
し
」
た
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
甲
巻
、
弘
化
三
年
(
-
八

三
井
様
御
店
／
極
遊

と
あ
り
、
「
今
橋
店
／
清
陰
」
と
、
平
野
屋
が
店
を
構
え
て
い
た
土
地
の
名
も
確

認
で
き
る
。
ま
た
参
会
者
に
「
三
井
様
御
店
／
極
遊
」
と
あ
る
点
か
ら
も
、
当

時
の
商
家
に
関
す
る
酒
宴
で
あ
っ
た
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
よ
う
。

宮
本
又
次
氏
に
よ
る
と
、
平
野
屋
五
兵
衛
は
、
寛
永
十
三
年
（

を
分
家
と
し
経
営
し
た
と
い
う
。

さ
れ
て
い
る
。
主
な
事
項
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
七
。

三
六
）
、

(3) -49 -



な
ど
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
。

出
せ
る
。
例
え
ば
、
嘉
永
五
年
(
-
八
五

-
)
頃
に
組
頭
を
勤
め
て
い
た
彦
坂

一
吸
半
盃
亦
堂
松
浦
淳

亦
堂
小
史
〔
朱
文
楕
円
印
〕
「
亦
堂
」

S
八
三
）

ヽ

詠
≫
!
ン
で
奢
£
[

人
五
仔

5く
名
l

t
北

泉

]

.

な
お
、
丙
、

考
え
ら
れ
る
二
。
没
年
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

化
八
＼
明
治
十
六
年
・
一
八

は
、
北
摂
地
域
を
中
心
に
儒
学
の

ら
れ
て
い
る
。

八
八
一
）
に
参
加
し
、
詩
を
揮
竜
し
て
い
る
松
浦
亦
堂
（
文

ブ
」
と
あ
り
、

三
、
丙
（
明
治
十
四
S
三
十
三
年
・
一
八
八
一

5
一
九

0
0
)

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

の
四
条
派
絵
師
上
田
耕
沖
（
文
政
二
＼
明
治
四
十
四
年
・
一
八

神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要

一
方
で
、

乙
巻
、
元
治
元
年
(
-
八
六
四
）

第
35
号

の
酒
宴
に
参
会
し
て
い
る
大
坂

九
＼
一
九
一

一
）
は
、
「
豪
商
平
野
屋
五
兵
衛
の
後
援
を
受
け
」
た
と
さ
れ
、
平
野
屋
と
の
関

係
が
仄
め
か
さ
れ
る
九
。
伺
山
と
平
野
屋
五
兵
衛
と
を
繋
ぐ
資
料
が
な
く
、
こ

れ
以
上
の
探
求
は
で
き
な
い
が
、
串
珠
杯
の
伝
来
を
考
え
る
上
で
、
大
坂
の
両

替
商
•
平
野
屋
五
兵
衛
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

碑
文
の
続
き
を
み
て
い
く
と
、
六
世
の
祖
半
兵
衛
祐
政
は
、
高
槻
藩
の
郷
士

に
命
ぜ
ら
れ
、
「
槍
一
筋
帯
刀
」
を
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
個
山
は
、
下
島

郡
第
一
区
戸
長
、
大
阪
府
会
議
員
な
ど
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
「
幼
ナ

ル
時
國
学
及
和
歌
ヲ
賓
父
逸
翁
熊
谷
直
好
等
二
学
ビ
漢
学
ヲ
廣
瀬
旭
荘
二
学

乙
巻
の
酒
宴
記
録
に
み
ら
れ
た
、
廣
瀬
旭
荘
と
の
関
連
も
触
れ

な
か
ば

一
方
で
、
能
楽
に
通
暁
す
る
人
物
だ
っ
た
よ
う
で
、
「
高
木
半
」

と
し
て
、
自
身
で
能
楽
に
関
す
る
書
物
も
手
掛
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
1
0
。
な
お
、
碑
文
の
年
記
に
明
治
四
十
四
年
と
あ
る
こ
と
、
伺
山
は
、
当

時
「
齢
八
十
有
五
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
年
は
文
政
十
年
(
-
八
一

七
）
と

丁
巻
お
い
て
に
も
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
甲
巻
の
明
治

三
年
の
参
会
者
に
は
、
『
沿
革
誌
』
の
「
人
事
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
人
物
を
見

嘉
七
、
「
中
株
年
寄
役
」
に
奉
じ
た
と
い
う
上
田
儀
楽
、
「
鋳
物
製
造
ヲ
創
メ
中

株
庄
屋
ヲ
奉
ジ
永
井
日
向
守
ノ
命
ニ
ヨ
リ
大
砲
鋳
造
ス
」
と
あ
る
谷
山
増
次
郎

残
念
な
が
ら
、
甲
巻
を
み
る
限
り
、
串
珠
杯
を
初
め
に
誰
が
所
有
し
て
い
た

個
山
が

の
か
に
関
す
る
記
述
は
確
認
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
、
酒
宴
記
録
帖
に
は
、

ま
れ
る
前
の
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
個
山
が
登
場
す
る

ま
で
、
誰
を
中
心
と
す
る
集
ま
り
な
の
か
、
と
い
う
点
も
判
然
と
し
な
い
。

し

か
し
、
個
山
の
名
前
が
頻
出
す
る
嘉
永
六
年
以
降
に
、
串
珠
杯
は
、
彼
の
所
有

と
な
り
、
彼
の
活
動
の
場
で
あ
っ
た
大
坂
、
さ
ら
に
は
福
井
村
を
中
心
に
使
用

個
山
に
よ
る
「
寿
家
翁
」
な
る
人
物
の
米
寿
を
祝
う
詩
で
は
じ
ま
る
丙
巻
。

な
お
、
丙
巻
以
降
、
個
山
で
は
な
く
「
高
木
蓑
田
」
「
蓑
田
主
人
」
と
し
て
参
会

者
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
主
な
参
会
者
を
次
に
挙
げ
て
い
く
。

明
治
十
四
年
（

教
授
に
努
め
た
と
さ
れ
る
―
二
゜
丙
巻
で
は
、
次
の
よ
う
な
詩
を
揮
竜
し
て
い
る
。

君
家
萬
月
有
清
風

何
111
堂
高
与
酒
濃

杯
襄
談
深
千
萬
望

若
人
陰
在
草
葬
中

甲
巻
の
慶
応
三
年
(
-
八
六
七
）
以
降
、
「
神
田
二
柳
」
、
「
二
柳
神
田
喜
」
な
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ど
と
名
前
が
記
さ
れ
る
神
田
喜
内
は
、
福
井
村
戸
長
、
島
下
郡
一
小
区
区
長
を

勤
め
た
人
物
で
あ
る
。
福
井
尋
常
小
学
校
の
学
事
委
員
（
明
治
二
十
＼
二
十
二

年
・
一
八
八
七

S
八
九
）
、
及
び
同
校
の
学
務
委
員
（
明
治
二
十
六
＼
三
十
三

明
治
二
十
五
年
、
「
晴
耕
雨
読
村
荘
」
に
て
紅
葉
を
楽
し
み
な
が
ら
催
さ
れ
た

酒
宴
ー
四
に
参
会
し
て
い
る
「
室
源
」
は
、
福
井
尋
常
小
学
校
の
学
務
委
員
を
務

め
た
室
源
十
郎
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
、
福
井
村
村
長
を
勤
め
る
と
と
も
に
、

じ
く
、
明
治
二
十
八
年
四
月
、
「
晴
耕
雨
読
斎
」
に
て
催
さ
れ
た
酒
宴
に
参
会
し

て
い
る
小
埜
弘
は
、
福
井
尋
常
小
学
校
准
訓
導
（
明
治
二
十
八
＼
三
十
四
年
）

で
あ
っ
た
と
い
う
一
五
。
な
お
、
『
沿
革
誌
』
に
は
、
塩
田
正
房
（
清
次
郎
）
の
顕

彰
碑
の
碑
文
を
書
し
た
と
さ
れ
る
一
六
。

丙
巻
に
収
載
さ
れ
る
絵
を
確
認
し
て
お
く
と
、
明
治
二
十
一
年
に
「
西
山
舎
」

な
る
場
所
で
催
さ
れ
た
酒
宴
に
お
い
て
、
串
珠
杯
で
酒
を
飲
む
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
（
図
4
)
。
ま
た
、
同
じ
宴
で
は
女
性
も
参
会
し
て
い
た
よ
う
で
、
「
是

此
五
盃
／
お
や
す
と
て
／
呑
む
と
こ
ろ
」
と
、
両
手
で
串
珠
杯
を
高
く
掲
げ
て
、

一
気
に
酒
を
飲
み
干
す
姿
が
素
早
い
筆
致
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
図
5
)
。
ま

た
、
紅
葉
や
桜
と
い
っ
た
題
材
も
確
認
で
き
、
季
節
に
応
じ
た
花
木
を
揮
竜
さ

れ
た
も
の
も
あ
る
（
図
6
、
図
8
)
。
な
お
、
先
述
し
た
明
治
二
十
八
年
四
月
、

「
晴
耕
雨
読
斎
」
に
お
け
る
酒
宴
で
は
、
「
月
樵
寓
」
と
款
記
の
あ
る
宴
会
図
が

添
え
ら
れ
る
（
図
7
)
。
大
皿
に
盛
ら
れ
た
鯛
を
囲
み
、
楽
し
げ
に
語
ら
う
参
会

者
の
な
か
、
画
面
中
央
で
帽
子
を
か
ぶ
り
、
眼
鏡
を
か
け
た
男
性
は
、
串
珠
杯

で
酒
を
嗜
ん
で
い
る
。
月
樵
は
、

串
珠
杯
の
酒
宴
記
録
帳
帖
を
め
ぐ
っ
て

丁
巻
に
お
い
て
も
、
書
画
を
揮
竜
し
て
い
る

在
任
中
に
「
戦
役
ノ
功
ニ
ョ
リ
勲
七
等
青
色
桐
葉
章
ヲ
賜
」

っ
た
と
い
う
。
同

年
・
一
八
九
三
＼
一
九

0
0
)
も
担
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
―
―
―

-
0

「
奉
天
旅
順
鐵
嶺
興
京
占
領
祝
賀
」
と
称
し
た
小

儀
楽
は
、
上
田
家
二
代
の
人
物
で
「
中
株
年
寄
」
を
勤
め
た
と
い
う
。

同
年
四
月
十
日
の
「
桜
花
之
下
小
宴
」

の

「
上
田
亀
」
は
、
福
井
村
村
会
議

る
際
に
、
業
務
の
補
佐
に
あ
た
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

に
収
載
さ
れ
る
人
物
が
多
く
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

丙
巻
で
は
十
一
度
に
わ
た
る
酒
宴
の
記
録
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う

ち
個
山
（
蓑
田
）
は
、
六
度
九
回
に
渡
っ
て
登
場
す
る
。
ま
た
、
『
沿
革
誌
』
に

載
る
人
物
を
含
め
、
福
井
村
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
点

丁
巻
は
、
唐
代
の
詩
人
・
李
白
の
《
春
夜
宴
桃
李
園
序
》
の
一
節
、
「
飛
羽
崩

而
酔
月
」
（
羽
崩
〔
酒
杯
〕
を
飛
ば
し
て
月
に
酔
う
）
か
ら
始
ま
る
。

丁
巻
の
記

録
に
は
、
明
治
三
十
八
年
、
す
な
わ
ち
日
露
戦
争
中
に
催
さ
れ
た
酒
宴
記
録
が

含
ま
れ
て
お
り
、
旅
順
陥
落
を
祝
う
宴
（
同
年
十
一
月
十
日
）
も
み
ら
れ
る
（
図

10
、
図
11
、
図
13)
。
酒
宴
の
参
会
者
は
、
丁
巻
に
お
い
て
も
個
山
、
『
沿
革
誌
』

例
え
ば
、
明
治
三
十
八
年
二
月
、
晴
耕
雨
読
村
荘
に
お
け
る
酒
宴
を
は
じ
め
、

三
度
登
場
す
る
彦
阪
楳
（
梅
）
吉
は
、
「
村
会
議
員
、
学
務
委
員
、
衛
生
組
長
、

組
合
会
議
員
」
を
務
め
た
と
い
う
一
七
。
『
沿
革
誌
』
に
よ
る
と
、
楳
吉
の
遠
祖
三

代
四
郎
兵
衛
は
、
高
木
半
兵
衛
政
親
が
「
大
阪
今
橋
」
に
て
両
替
商
を
開
店
す

員
助
役
を
勤
め
、

日
露
戦
争
の
功
に
よ
り
勲
章
を
賜
っ
た
上
田
亀
太
郎
と
考
え

ら
れ
る
一
八
。
な
お
、
甲
巻
、
明
治
三
年
五
月
の
酒
宴
に
お
け
る
参
会
者
、
上
田

ま
た
、
同
年
三
月
七
日
の

四
、
丁
（
明
治
三
十
八
S
三
十
九
年
・
一
九

0
五
S
O
六）

も
特
徴
と
い
え
る
。

た
め
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
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神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要

宴
で
は
、
建
築
請
負
を
業
と
し
、
鉄
道
工
事
に
携
わ
っ
た
と
さ
れ
る
上
田
虎
造

の
名
前
が
み
ら
れ
る
一
九
。
彼
は
村
会
議
員
、
学
務
委
員
、
土
木
委
員
を
兼
務
し

（
マ
マ
）

た
と
い
う
。
「
其
子
政
次
郎
氏
ハ
日
露
戦
役
ノ
功
労
ニ
ヨ
リ
金
鶏
勲
章
ヲ
賜
ヒ
」

と
あ
る
が
、
翌
年
に
は
、
彼
の
凱
旋
を
祝
し
た
小
宴
が
開
か
れ
て
い
る
。

「我

そ
の
他
に
も
、
明
治
三
十
九
年
に
お
け
る
新
年
の
祝
賀
の
参
会
者
の
一
人
、

（
マ
マ
）

「
福
井
小
学
校
二
職
ヲ
奉
ジ
」
た
義
光
の
長
子
で
、
「
茨
城
（
木
）
尋
常
小
学
校
」

で
訓
導
職
を
勤
め
た
神
田
義
胤
、
雑
穀
商
を
営
ん
で
い
た
高
間
楳
吉
、
内
務
省

土
木
局
技
手
を
勤
め
た
後
、
福
井
尋
常
小
学
校
訓
導
兼
校
長
の
職
に
就
い
た

「
室
彦
」
こ
と
室
彦
太
郎
な
ど
が
『
沿
革
誌
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
二
0

。
ま
た
、

明
治
三
十
八
年
二
月
十
七
日
の
酒
宴
で
は
、
同
書
に
名
前
を
確
認
で
き
る
塩
田

正
房
に
よ
る
串
珠
杯
の
図
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
図
12)
ニー。

丁
巻
に
は
、
丙
巻
に
も
宴
会
図
を
揮
竜
し
て
い
た
月
樵
に
よ
る
「
牡
丹
図
」

（図
14)
「
箕
面
の
滝
」
（
図
15)
小
豆
島
の
「
寒
霞
渓
通
天
之
図
」
（
図
16)
「満

州
軍
凱
旋
浪
華
之
港
」
（
図
17)
な
ど
の
書
画
が
み
ら
れ
る
。
月
樵
は
、
森
琴
石

（
天
保
十
四

S
大
正
十
年
・
一
八
四
三

S
一
九
ニ
―
)
の
門
人
の
一
人
で
、
大
阪

で
活
躍
し
た
画
家
で
あ
る
ニ
ニ
。
「
箕
面
の
滝
」
は
、
滝
の
前
の
庵
で
、
紅
葉
を
愛

で
な
が
ら
語
ら
う
二
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
個
山
は
、
絵
に
添
え
て

ハ
酒
に
、
紅
葉
ハ
霜
に
色
染
ミ
て
、
と
も
に
酔
め
る
秋
乃
葉
か
な
」
と
詠
む
。

こ
れ
に
対
し
月
樵
は
「
青
女
染
成
箕
嶺
楓
壺
図
不
若
此
天
エ
一
／
渓
又
有
瀑
泉

落
白
布
高
懸
錦
繍
中
」
と
返
し
て
い
る
。
な
お
、

第
35
号

丁
巻
に
二
図
揮
奄
し
て
い
る

柳
江
は
、
印
章
な
ど
か
ら
大
阪
の
南
画
家
・
田
中
柳
江
(
-
八
六
六
＼
？
）
と

考
え
ら
れ
る
。
書
画
家
の
番
付
表
と
い
え
る
「
今
世
名
家
書
画
一
覧
」
（
明
治
二

十
四
年
・
一
八
九
一
刊
行
、
神
奈
川
県
立
近
代
美
術
館
蔵
[
青
木
文
庫
]
）

の

る。 お
わ
り
に

囲
が
限
ら
れ
た
こ
と
の
要
因
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
翰
墨
風
流
」

の
部
門
に
、
「
仝
（
筆
者
註
？
大
坂
）

田
中
柳
江
」
と
確
認
で
き

い
ず
れ
に
し
て
も
、
丁
巻
、
丙
巻
と
同
様
に
参
会
者
の
多
く
が
福
井
村
、
あ

る
は
大
阪
で
活
動
を
し
て
い
た
人
々
で
と
い
え
る
。
丁
巻
の
末
尾
に
は
「
八
十

翁
／
蓑
田
半
」
と
あ
り
、
個
山
自
身
が
高
齢
に
達
し
て
い
た
こ
と
も
、
交
遊
範

こ
こ
ま
で
、
串
珠
杯
と
と
も
に
伝
来
す
る
四
冊
の
記
録
帖
の
内
、
甲
、
丙
、

丁
を
み
て
き
た
。
先
述
の
通
り
、
甲
巻
の
嘉
永
六
年
以
降
、
少
な
く
と
も
乙
、

丙
、
丁
巻
が
記
録
さ
れ
た
時
期
の
串
珠
杯
の
所
有
者
は
、
個
山
に
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
個
山
の
生
年
が
文
政
十
年
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
甲
巻
の
表

面
に
収
載
さ
れ
る
記
録
は
、
伺
山
以
外
の
人
物
が
中
心
と
な
っ
て
酒
宴
を
開
催

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

旧
蔵
者
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
を
要
す
る
。

一
方
で
、
高
木
個
山
が
交
遊
を
持
っ
た
人
々
の
な
か
に
は
、
人
名
録
に
収
載

さ
れ
る
人
物
が
含
ま
れ
て
お
り
、
当
時
の
文
化
人
の
交
流
を
知
る
う
え
で
も
興

味
深
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
丙
、

丁
巻
に
お
い
て
は
、
福
井
村
の
人
々
と
の
交

遊
が
色
濃
く
、
個
山
が
身
近
な
人
々
と
楽
し
む
姿
が
映
し
出
さ
れ
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
。
お
よ
そ
百
年
も
の
間
に
開
催
さ
れ
た
酒
宴
を
収
め
る
四
冊
の
酒
宴

記
録
帖
は
、
串
珠
杯
そ
の
も
の
が
辿
っ
て
き
た
歴
史
を
今
に
伝
え
て
く
れ
て
い

る
（
図
9
、
図
18)
二三。
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串
珠
杯
の
酒
宴
記
録
帳
帖
を
め
ぐ
っ
て

一
京
都
で
活
躍
し
た
望
月
派
の
三
代
目
。
名
は
「
重
輝
」
又
は
「
輝
」
、
字
は

「
子
瑛
」
。
初
め
村
上
東
洲
に
学
び
、
後
に
岸
駒
に
師
事
し
、
一
家
を
成
し
た
と

さ
れ
る
が
、
呉
春
に
も
私
淑
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
『
平
安
人
物
志
』
（
文
政
五

年
版
）
に
は
、
「
書
一
」
の
部
門
で
「
望
月
輝
字
子
瑛
、
号
玉
川
／
烏
丸
竹
屋
町

南
望
月
玉
川
」
と
あ
る
。

二
『
平
安
人
物
誌
』
（
文
政
五
年
版
）
に
は
、
「
筆
法
家
上
代
様
書
家
」
、
及
び

「
碁
」
の
部
門
に
、
「
河
北
房
種
字
伯
隆
烏
丸
下
立
賣
北
河
北
耕
之
」
と

あ
る
。
同
書
文
政
十
三
年
(
-
八
三

0
)
版
、
天
保
九
年
(
-
八
三
八
）
版
、

及
び
『
皇
都
書
書
一
人
名
録
』
（
弘
化
四
年
・
一
八
四
七
）
に
も
名
前
を
確
認
で
き

る。

三
「
墨
荘
」
に
つ
い
て
は
、
記
録
帖
に
は
一
度
し
か
登
場
せ
ず
、
情
報
を
得
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
吹
田
ゆ
か
り
の
画
家
金
子
雪
操
に
師
事
し
た
桑
田
墨
荘
の

存
在
が
示
唆
さ
れ
る
。
『
第
二
回
内
国
綸
画
共
進
会
出
品
人
略
譜
』
（
国
文
社
、

一
八
八
四
）
に
は
、
「
桑
田
文
輔
墨
荘
卜
琥
ス
、
大
坂
府
東
謳
船
越
町
二
丁
目
ニ

住
ス
、
桑
田
秀
橋
（
琥
楽
山
）
ノ
男
ナ
リ
、
豊
ヲ
金
子
美
翁
琥
雪
操
二
學
ヒ
師

歿
ス
ル
後
鼎
金
城
二
従
ヒ
周
防
安
藝
備
前
駿
河
横
濱
等
ヲ
遊
歴
ス
」
と
あ
る
。

四
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
本
を
参
照
。
明
治
四
十
四
年
(
-
九
―
-
）

の
序
文
が
付
さ
れ
る
が
、
刊
行
年
は
不
明
。

五
前
掲
書
四
、
二
十
丁
表
、
「
高
木
簑
田
翁
彰
徳
碑
」
よ
り
引
用
。
な
お
、
三
十

三
号
で
、
個
山
の
印
章
の
―
つ
を
「
文
之
」
と
判
読
し
て
い
た
が
、
同
書
の
記

載
か
ら
本
号
で
は
「
弐
止
」
と
訂
正
す
る
。

六
本
誌
第
三
十
三
号
に
て
廣
瀬
旭
荘
「
高
木
氏
書
畳
帖
」
の
序
文
に
み
ら
れ
る

「
住
福
井
邑
」
に
対
し
、
摂
津
国
豊
島
郡
、
及
び
島
下
郡
の
福
井
村
を
候
補
と

し
て
提
示
し
た
が
、
改
め
て
島
下
郡
福
井
村
（
現
在
の
大
阪
府
茨
木
市
）
で
あ

る
と
訂
正
す
る
。

七
前
掲
書
四
、
三
十
二
丁
・
表
、
裏
「
高
木
半
」
を
参
照
。

八
宮
本
又
次
「
第
六
天
王
寺
屋
五
兵
衛
と
米
屋
平
右
衛
門
」
（
『
宮
本
又
次
著

作
集
』
第
八
巻
大
阪
町
人
論
、
株
式
会
社
講
談
社
、
一
九
七
七
）
を
参
照
。

九
池
田
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
編
集
•
発
行
『
日
本
画
家
上
田
耕
夫
・
耕
沖
・

耕
甫
』
(
-
九
九
四
）
を
参
照
。

1
0

中
尾
薫
「
能
楽
の
近
代
化
と
高
木
半
こ
て
の
履
歴
と
能
楽
改
良
論
へ
の
能

役
者
の
反
応
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
待
兼
山
論
叢
美
学
篇
』
四
十
七
号
、
二
〇

一
三
）
を
参
照
。
能
楽
に
関
す
る
書
籍
は
、
「
高
木
半
」
の
名
で
活
動
を
行
っ

て
い
る
。
な
お
、
『
新
楽
』
巻
之
一
（
む
ら
雪
）
（
山
岸
弥
平
出
版
、
一
八
八

三
）
の
奥
付
に
は
「
著
述
人
大
阪
府
平
民
高
木
半
／
摂
津
國
島
下
郡
福
井
村

千
番
地
」
と
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。

―
一
高
木
半
著
『
能
楽
謳
節
奏
の
栞
』
（
吉
田
善
之
助
、
一
九
―
二
）
の
序
文
に

は
「
明
治
四
十
五
年
一
月
／
八
十
有
六
翁
高
木
半
識
」
と
あ
る
。
ま
た
、
後

述
す
る
丁
巻
で
も
明
治
三
十
九
年
三
月
の
酒
宴
に
お
い
て
「
八
十
翁
／
蓑
田

半
」
と
記
し
て
お
り
、
伺
山
の
生
年
は
文
政
十
年
と
考
え
ら
れ
る
。

―
二
茨
木
市
史
編
纂
委
員
会
『
茨
木
市
史
』
（
茨
木
市
役
所
、
一
九
六
九
）
、
及

び
茨
木
市
史
編
さ
ん
室
編
集
『
新
修
茨
木
市
史
』
第
二
巻
通
史
II
（
茨
木

市
、
二

0
一
六
）
を
参
照
。

一
三
前
掲
書
四
、
三
十
七
丁
・
表
「
神
田
喜
内
」
を
参
照
。

一
四
記
録
帖
に
は
、
「
宴
酔
之
時
主
人
蓑
田
携
一
／
奇
杯
来
（
宴
酔
の
時
に
、
主

人
蓑
田
が
奇
杯
を
一
っ
携
え
来
た
る
）
」
と
あ
る
。
当
時
の
人
々
に
と
っ
て

も
串
珠
杯
は
「
奇
杯
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
五
前
掲
書
四
、
「
第
拾
教
育
」
の
「
教
員
異
動
」
に
お
い
て
「
一
自
明
治
廿
八

年
十
月
至
舟
四
年
八
月
死
亡
準
訓
導
小
埜
弘
」
と
あ
る
。

一
六
前
掲
書
四
、
二
十
丁
・
表
を
参
照
。

な
お
、
同
じ
賛
文
が
記
載
さ
れ
る
「
伝
高
木
半
像
」
が
『
新
修
茨
木
市
』

第
三
巻
、
通
史

rn
（
茨
木
市
史
編
さ
ん
室
編
集
、
茨
木
市
、
二

0
一
六
）
、
三

六
一
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
七
前
掲
書
四
、
三
十
六
丁
・
裏
、
三
十
七
丁
表
「
彦
阪
楳
吉
」
を
参
照
。

一
八
前
掲
書
四
、
三
十
七
丁
・
裏
「
上
田
亀
太
郎
」
を
参
照
。

一
九
前
掲
書
四
、
三
十
六
丁
・
裏
「
上
田
虎
造
」
を
参
照
。

二
0

前
掲
書
四
、
二
十
九
丁
・
裏
「
神
田
義
胤
」
四
十
丁
・
表
「
高
間
楳
吉
」
、

四
十
一
丁
・
裏
「
室
源
十
郎
」
を
参
照
。

二
―
前
掲
書
四
、
二
十
丁
・
表
を
参
照
。
同
書
に
よ
る
と
、
塩
田
正
房
は
副
戸

長
、
村
長
な
ど
を
勤
め
る
と
と
も
に
、
米
の
品
種
改
良
に
も
従
事
し
、
酒
の
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神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要

原
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
、
村
民
に
利
を
得
さ
せ
た
と
さ
れ
る
。

二
二
河
副
作
十
郎
、
大
河
原
久
編
『
扶
桑
書
画
譜
』
（
明
治
二
十
二
年
・
一
八
八

九
刊
行
）
六
冊
の
内
、
四
冊
「
日
本
摩
野
布
引
瀑
布
泉
」
に
「
明
田
三
瓶
、

名
皐
、
字
守
仲
、
琥
月
樵
、
大
阪
蔵
分
橋
北
九
篠
村
住
」
と
あ
る
。
「
森
琴
石

•
c
o
m」

(
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
r
i
k
i
n
s
e
k
i
.
c
o
m
/
i
n
d
e
x
.
h
t
m

／
平
成
三
十
年
十

月
三
十
日
閲
覧
）
を
参
照
し
た
。
「
寒
霞
渓
通
天
之
図
」
に
寄
せ
た
漢
詩
の
印

章
に
〔
白
文
方
印
〕
「
明
田
皐
印
」
と
あ
る
。
な
お
、
記
録
帖
で
確
認
で
き
る

月
樵
の
款
記
、
印
章
は
次
の
と
お
り
。

•
明
治
三
八
年
四
月
廿
一
日
／
〔
朱
文
楕
円
印
〕
「
月
樵
」

・
（
図
14)
月
樵
謹
寓
以
拝
／
杯
不
挙
謝
亀
〔
白
文
楕
円
印
〕
「
明
田
」

・
（
図
15)
月
樵
翁
〔
白
文
楕
円
印
〕
「
月
樵
」

・
（
図
16)
月
樵
寓
〔
白
文
楕
円
印
〕
「
月
樵
」

・
（
乙
巳
朧
月
題
）
月
樵
〔
白
文
方
印
〕
「
明
田
皐
印
」
、
〔
朱
文
長
方
印
〕

「
仙
堂
」
／
〔
白
文
長
方
印
〕
「
（
判
読
不
可
）
」

・
（
図
17)
〔
朱
文
楕
円
印
〕
「
明
田
」

二
三
東
京
文
化
財
研
究
所
「
書
画
家
人
名
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
明
治
大
正
期
書
画

家
番
付
に
よ
る
）
」
（
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
o
b
u
n
k
e
n
.
g
o
.
j
p
/
m
a
t
e
r
i
a
l
s
/

b
a
n
d
u
k
eー

n
a
m
e
／
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
閲
覧
）
を
参
照
し
た
。
な

お
、
「
増
補
古
今
書
董
名
家
一
覧
」
（
明
治
四
十
五
年
・
一
九
―
二
改
正
、
大

阪
石
塚
猪
男
蔵
）
に
は
、
「
今
人
南
北
画
各
混
名
家
」
の
項
目
に
「
大
阪
田
中

柳
江
」
、
「
大
正
五
年
度
帝
国
檜
董
番
附
」
（
大
正
五
年
・
一
九
一
六
、
神
奈
川

県
立
近
代
美
術
館
蔵
[
青
木
文
庫
D

に
は
、
「
田
中
柳
江
京
都
市
三
篠
通

大
橋
東
入
三
ノ
【
四
條
】
（
山
花
人
）
」
と
あ
る
。

丁
巻
に
「
柳
江
」
の
書
画
は
、
二
図
収
載
さ
れ
て
い
る
。
款
記
、
印
章
は

次
の
と
お
り
。

・
（
図
9
)
柳
江
作
〔
白
文
方
印
〕
「
直
印
」
、
〔
朱
文
方
印
〕
「
井
橋
」
／
〔
朱

文
楕
円
印
〕
「
柳
江
」

・
（
図
18)
柳
江
〔
白
文
方
印
〕
「
田
直
士
印
」
、
〔
白
文
方
印
〕
「
田
義
郷
」
ま

た
、
田
中
柳
江
に
つ
い
て
は
、
川
見
典
久
「
[
資
料
紹
介
]
二
代
黒
川
幸
七

に
関
す
る
書
簡
」
（
『
古
文
化
研
究
』
第
七
号
、
二

0
0
八
）
を
参
照
し
た
。

第
35
号

※
資
料
か
ら
の
引
用
は
、
基
本
的
に
原
文
表
記
の
ま
ま
と
し
た
。

ま
た
、

■は
筆
者
が
判
読
で
き
な
か
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

資
料
の
翻
刻
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
館
学
芸
員
・
小
野
田
一
幸
氏
に
ご
教
示

い
た
だ
き
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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っふ↑

祈
1
作

図
9

《
丁
巻
》

麻
凰
ば
且

り
旦
濱
且
界

み
‘
4

沼

I
ゑヽ
-
3
名

竺

ゆ

梱

外
4
6
-

ふ門
q
ぎ

丁

枡
‘q
心

(11) -57 -



図
12‘

、
こ
ナ
す
ぃ《

、

-
h

寸
t"

ふ

i
g
s乃

i
 

巧ゞ
f

て．

，
 

祀
i
が
ポ
う

tぁ

t
”
k

ら
i

や
さ
ー

？？^
載出`

図
11

神戸市立博物館研究紀要第35号

図

＇̀区、P “’疇 13
-、~

t4 (』、E炊

n7 ヽ

固
14 

免

'oo （t 
恢

『こ

-58 - (12) 



し

し

il亙

ふ

9

白
項
屯
令
防
絡
才

/
、
~
‘
;
‘
;
‘
‘
~
;
/
;
、
ミ
~
ヽ
；
‘
入
ぐ

9
/
/
v
;
;

＾
;
、
、
‘
;
＾
;
'
ン
く
＾

fヽ
＾
＾
ク

V
9ヽ
／
、
多
~
f
‘
入
＾
裟
＇
〉
、
ン
：
三
ふ
亨
‘
へ
〗

9
夕̂
り
〉
：

汎ス

串
珠
杯
の
酒
宴
記
録
帳
帖
を
め
ぐ
っ
て

図
15

図
16

(13) -59 -



神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要

第
35
号

図
18今＂と杵

ピ
―
亭
鬱

四咋
―-▲....、一

岳鼠
恙扉瓢l

-60 - (14) 



神
戸
市
立
博
物
館
研
究
紀
要

Study 

Baron 

of the Kawasaki Art Museum (1): 

Museum and the Baron Kawasaki Collection 

Shun ISHIZAWA 

Kawasaki Shozo was 

Consideration of the 

第
35号

Meiji to the Taisho era. He 

an important businessman in 

text 

Kobe 

of the Kawasaki 

collected a lot of Japanese 

and Japan from 

Art 

and East Asian Arts 

the 

not for 

himself but for Japanese people and history. In 1890, he established a private museum 

"The Kawasaki Art Museum" in his house in Kobe city. Although this museum is the 

first private museum in Japan, the Kawasaki Art Museum have been forgotten in the 

history of Kobe, Japanese art and museum. This report is a start of study about the 

Kawasaki Art Museum. In this report, 

Museum and 

newspapers or 

the Baron 

or texts 

presented 

magazines. 

Kawasaki 

These 

the 

Collection 

articles 

articles 

and 

are 

texts 

Kawasaki's Museum and Collection in the history. 

make 

about 

from 

clear 

the 

the 

the 

Kawasaki Art 

contemporary 

importance of 

Study of record of a drinking bout with the glass sake cup "Kushitama-hai" 

Sota NAKAYAMA 

Glass sake cup "Kushitama-hai" contained in the Biidoro Shiryoko Collection has been 

transmitted along with the four records which is described drinking bout. The drinking 

bout records are composed of甲(1804to 1870), 

(1905 to 1906). 

乙 (1857to 1864)，丙 (1881to 1990)，丁

This article will confirm the main participants of drinking bout records甲，丙，丁

except 乙 whichwas introduced in the previous journal No.33, and will show that the 

glass sake cup "Kushitama・hai" was in the old Takagi Tozan collection. In addition, this 

article also mention the possibility that the glass sake cup "Kushitama-hai" was 

transferred to Fukui village in Osaka. 
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